
申告内容について、業者から問い合わせがありましたが。
申告書の審査について、厚生労働省が外部委託した業者より内容の照会をさせていただ
く場合があります。業者名については、同封のリーフレットをご覧ください。
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株式会社
○○興業

　○○○-○○○○
東京都
○○区○○○
○丁目○番地○○

※口座振替を利用している事業場の申告書について
　口座振替を利用している方への申告書には、以下のように印字されています。
　この申告書は金融機関（銀行、郵便局等）で受付することができませんので、管轄の労働局、労働基
　準監督署又は社会保険・労働保険徴収事務センターへご提出ください。
　口座振替を利用している場合は、領収済通知書を用いて金融機関に納付することができませんのでご
　注意ください。

 

●金融機関で受付できません。管轄の労働局等にご提出ください。

●●●●●●●●
●　口座振替　●
●●●●●●●●

口座振替を申込みいただいておりますので

この申告書は金融機関で受付できません。

7月10日までに管轄の労働局等に提出ください。

全期・第 1期振替日は、平成25年 9 月 6 日です。

＊＊＊＊【口座振替のお知らせ】＊＊＊＊



http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/

注4　年度更新手続期間内に年度更新申告書の提出がないと、全期・第1期
　　分の口座振替納付の処理を行うことができませんのでご留意ください。

にて

届出

納期

口座振替納付日

口座振替申込期限

口座振替を利用しない
場合の納期限

平成25年9月6日 平成25年11月14日 平成26年2月14日

平成25年7月10日 平成25年10月31日 平成26年1月31日

平成25年2月20日 平成25年8月14日 平成25年10月11日

全期・第1期 第2期 第3期

○　申込み手続が完了した方に、振替が開始される納付日の2ヶ月程度前までに、
　登録情報の確認通知をお送りします。
○　口座振替日の2週間程度前に振替納付額等をお知らせします。
○　納付日から1ヶ月程度で振替結果通知をお送りします。

4.通知
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・申告・納付期日最終日である　月　 日（水）は、労働局・監督署・金融機関・郵便局窓口において
　大変混雑することが予想されます。

　口座振替により保険料・一般拠出金を納付することができます（詳しくは
※年度更新手続期間内に年度更新申告書の提出がないと、全期・第1期分の口座振替納付の処理を
　行うことができませんのでご留意ください。

提出は管轄の都道府県労働局・労働基準監督署・金融機関・郵便局へ

金額の頭に

（5）　申告書の記載内容について、厚生労働省が委託した業者より照会させていた
　　だく場合があります。

一般

19

34

25

申告・納付は6月3日（月）から7月10日（水）までに
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